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令和２年度第１４回沼田市教育委員会会議録

１ 期日

令和３年３月１９日（金）

２ 場所

テラス沼田庁議室

３ 出席者

横坂隆司教育長、平形昇委員、中村俊生委員、髙橋昭紀委員、中村春夫委員

４ 沼田市教育委員会会議規則第１９条第３号による出席者の職・氏名

諸田勝教育部長、北澤昇教育総務課長、角田義行学校教育課長、星野盾生涯学

習課長、宮下昌文文化財保護課長、川田正樹スポーツ振興課長、鶴淵佳秀教育

総務課長補佐

５ 開会宣言（午後３時３０分）

６ 日程第１ 会議録の承認

原案のとおり承認

７ 日程第２ 会期の決定

会期は、３月１９日の一日と決定

８ 日程第３ 会議録署名委員の指名

教育長が髙橋昭紀委員を指名

９ 日程第４ 教育長報告

（教育長）

今年度最後の定例教育委員会となった。先月は教育委員の皆さまに、学校経

営ヒアリングや教育研究所修了式・研究発表会で大変お世話になった。また、

今月末から来月の初めにかけて出席いただく行事があるので、よろしくお願

いしたい。

３月議会の報告をしたい。一般質問では５人の議員から、学校教育課関係７

項目、生涯学習課関係７項目、文化財保護課関係１項目、スポーツ振興課関

係１項目の計１６項目質問があった。予算審査特別委員会では、教育委員会

各課に対し合計４０項目の質問があった。
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３月の校長会における４点の指示伝達を報告したい。

・内示についての確認

・心を込めた卒業式の実施

・事務引継の確実な実施

・個人情報の適切な管理

委員の皆さまには１年間大変お世話になった。お礼を申し上げる。

（教育部長）なし

（教育総務課長）なし

会議の非公開

学校教育課報告の前に、学校教育課報告事項１ 県費負担教職員の指導措置に

ついてを、沼田市教育委員会会議規則第１４条の規定により、会議を非公開と

することについて教育長から発議され、規則第１４条第２項の規定により討論

を行わないで可否の決定を諮り、全会一致で発議のとおり非公開と決定

（学校教育課長）

・県費負担教職員の指導措置について

（生涯学習課長）なし

（文化財保護課長）なし

（スポーツ振興課長）なし

10 日程第５ 議案第２４号 令和３年度沼田市教育行政方針について

議事の大要

教育委員会所管行政の執行に関する主要な方針である令和３年度沼田市教育行

政方針について議決を求めるもの

教育総務課長が議案書添付資料により説明

（中村俊生委員）

生涯学習の振興と社会教育の推進とあるが、社会教育の振興と生涯学習の推

進と入れ替えても、何がどちらか良く分からないが、どういうふうに二つの

言葉を使い分けているのか。

（生涯学習課長）

生涯学習は、学習者の視点から捉えたもので、個人的な学習を含むもの、社

会教育は、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年

や成人に対して行われる組織的な教育活動として、それぞれを振興と推進と

したものである。
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（中村俊生委員）

幼小中連携とあるが、例としてどのようなものがあるか。

（学校教育課長）

一例を挙げると、幼稚園児が中学校のマラソン大会の応援に行く例がある。

小学校と中学校の連携は様々な形で行われており、特に来年度は兼務教諭を

発令し、中学校の教員が小学校に行くようなこともある。

異議なく原案のとおり決定

11 日程第６ 議案第２５号 令和３年度沼田市人権教育推進方針について

議事の大要

豊かな心の育成を目指し、基本的人権を尊重する教育を推進するための令和３

年度沼田市人権教育推進方針について議決を求めるもの

教育総務課長が議案書添付資料により説明

（中村俊生委員）

１年間のうちに２時間や３時間、人権教育の時間を充てるようなことはして

いないのか。

（学校教育課長）

道徳や特別活動の中で、必ず人権教育は行っている。人権教育を１年に何時

間という充て方はしていないが、直接的指導・間接的指導・常時指導を構造

的に行っている。

（中村俊生委員）

人権教育というと部落差別が一番頭に浮かぶが、在日外国人、女性差別、セ

クハラ、パワハラも人権教育になっているのか。

（学校教育課長）

かつては部落差別が中心であったが、大きく人権として取り扱うようになり、

子供の人権、女性の人権、障害者の人権などいろいろな人権について考えて、

差別をなくしていこうと指導している。

異議なく原案のとおり決定

12 日程第７ 議案第２６号 沼田市奨学資金貸付基金管理条例施行規則の一部を

改正する規則について

議事の大要

沼田市債権管理条例の制定による沼田市奨学資金貸付基金管理条例の改正に伴

い関係する条文を整備するため、沼田市奨学資金貸付基金管理条例施行規則の

一部改正について議決を求めるもの

学校教育課長が議案書添付資料により説明
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（中村俊生委員）

延滞金の徴収について削除されているが、延滞金の徴収がなくなるわけでは

ないという理解で良いか。

（学校教育課長）

そのとおりである。

（平形昇委員）

返済の状況はどうか。

（学校教育課長）

概ね計画どおり返済されているが、数名、滞る人がいるような状況である。

異議なく原案のとおり決定

13 日程第８ 議案第２７号 令和２年度沼田市学校貢献活動表彰について

議事の大要

学校の教育活動に長期にわたり無償で貢献し、幼児・児童・生徒に多大な教育

効果を及ぼした個人及び団体の表彰ついて議決を求めるもの

学校教育課長が議案書添付資料により説明

（中村俊生委員）

選考の基準が、誤解を与えるものではないか。

（学校教育課長）

原則的な基準であるが、継続年数や該当者の年齢を考慮しているもので、

ご理解を賜りたい。

異議なく原案のとおり決定

14 日程第９ 議案第２８号 沼田市教育委員会事務局等の組織及び事務処理規則

の一部を改正する等の規則について

議事の大要

令和３年度行政改革組織改編に関し、沼田市教育委員会事務局等の組織及び事

務処理規則、教育長に対する事務委任規則、沼田市教育委員会の権限に属する

事務の補助執行に関する規則、沼田市教育委員会公印規則、沼田市教育委員会

職員の職名に関する規則及び沼田市スポーツ推進委員に関する規則の一部改正

並びに沼田市公民館の非常勤職員設置規則、沼田市公民館処務規則及び沼田市

公民館使用料条例施行規則の廃止について議決を求めるもの

生涯学習課長が議案書添付資料により説明

異議なく原案のとおり決定
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15 日程第１０ 議案第２９号 沼田市教育委員会事務局等事務専決規程等の一部

を改正する訓令について

議事の大要

令和３年度行政改革組織改編に関し、沼田市教育委員会事務局等事務専決規程

の一部改正について議決を求めるもの

生涯学習課長が議案書添付資料により説明

異議なく原案のとおり決定

16 日程第１１ 議案第３０号 旧生方家住宅及び生方記念資料館の設置及び管理

に関する条例施行規則等の一部を改正する規則に

ついて

議事の大要

旧生方家住宅及び生方記念資料館の設置及び管理に関する条例、生方記念文庫

設置及び管理条例、旧土岐家住宅洋館の設置及び管理に関する条例、旧沼田貯

蓄銀行設置及び管理条例、旧日本基督教団沼田教会紀念会堂の設置及び管理に

関する条例及び沼田市歴史資料館の設置及び管理に関する条例の改正に合わせ

て関係する条文を整備するため、旧生方家住宅及び生方記念資料館の設置及び

管理に関する条例施行規則等の一部改正について議決を求めるもの

文化財保護課長が議案書添付資料により説明

（中村俊生委員）

申請書類等の押印の省略ということだが、押印してあっても問題ないか。

（文化財保護課長）

そのとおり問題はない。

（平形昇委員）

免除と減額とがあるが、基準はどうなっているのか。しっかりした基準がな

いと平等な対応ができないのではないか。

（文化財保護課長）

規則では、教育委員会が別に定めると規定されており、内規として整えるこ

とになっている。

異議なく原案のとおり決定

17 日程第１２ 議案第３１号 沼田市社会体育施設設置及び管理条例施行規則の

一部を改正する規則について

議事の大要

利根屋内プールの廃止に伴う沼田市社会体育施設設置及び管理条例の改正及び

押印見直しの実施に関する条文を整備するため、沼田市社会体育施設設置及び
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管理条例施行規則の一部改正について議決を求めるもの

スポーツ振興課長が議案書添付資料により説明

異議なく原案のとおり決定

18 日程第１３ 議案第３２号 沼田市民体育館の設置及び管理条例施行規則の一

部を改正する規則について

議事の大要

押印見直しの実施及び業務改善に伴い関係する条文を整備するため、沼田市民

体育館の設置及び管理条例施行規則の一部改正について議決を求めるもの

スポーツ振興課長が議案書添付資料により説明

（中村俊生委員）

様式の中で使用日時が削除されているが、削除した理由は何なのか。

（スポーツ振興課長）

事務を行う上で、変更前・変更後の内容の欄に使用日時を記入するため、

重複することから削除したものである。

異議なく原案のとおり決定

19 閉会宣言（午後４時０５分）


